
  

●日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規 
 
                                  平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ４ 日 
                                  日本学術会議第１回幹事会決定 
 

 
日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規を、次のとおり定める。 

第１章 総則 

（事業の範囲） 
第１条 日本学術会議（以下「学術会議」という。）は、日本学術会議法（昭和２３年法律第１２１号。以下

「法」という。）第２条、第３条第２号及び第６条の２並びに日本学術会議会則（平成１７年日本学術会

議規則第３号）第３条第１項の規定を実施するため、国際的学術研究に関する交流及び協力（以下「国際

学術交流」という。）を目的とする次の各号に定める事業を行うものとする。 
(1) 法第６条の２第１項に規定する団体への加入（以下「団体加入」という。） 
(2) 学術に関する国際会議等への代表の派遣（以下「代表派遣」という。） 
(3) 学術に関する国際会議のうち、国内で開催されるものの主催及び後援（以下「国際会議主催等」とい

う。） 
(4)  世界に共通する科学的諸問題の解決に向けて国内外の科学者等により議論するシンポジウムの開催

（以下「国際シンポジウム」という。） 
(5) 特定国との学術交流のための代表団の派遣及び特定国等からの学術交流のための代表団等の招請（以

下「二国間学術交流」という。） 
(6)  アジア域内における人文科学部門及び自然科学部門を複合する領域の国際会議の開催（以下「アジア

学術会議」という。） 
(7) 地球規模課題の解決に向けた国際学術プログラムの推進（以下「フューチャー・アースの国際的展開」

という。） 
(8)  その他国際学術交流を通して学術会議の職務を達成するために必要な事業 
（事業の基準） 

第２条 前条の国際学術交流事業は、次の各号に規定する基準に基づいて実施することとする。 
(1) 国際社会における我が国の役割に対応する学術面での貢献をすること。 
(2) 長期的かつ総合的な計画の下に、諸科学の調和ある発展に寄与すること。 
(3) 前条各事業の相乗効果が最も上がるよう調整すること。 
(4) 学術に関する条件の変化に応じ、前条各事業を常に見直すこと。 
(5) 予算を適正かつ効率的に使用すること。 
 

第２章 団体加入 

（国際学術団体の要件） 
第３条 学術に関する国際団体（以下「国際学術団体」という。）のうち学術会議が加入するものは、次の各



  

号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 
(1) 国際学術交流を目的とする非政府的かつ非営利的団体であること。 
(2) 各国の公的学術機関及び学術研究団体等が国際学術団体に国を代表する資格を有して加入するもの

（以下「各国代表会員」という。）が、主たる構成員となるものであること。 
(3) 組織構成が次の一に該当するものであること。 
ア 個々の学術の専門分野における統一的かつ世界的な組織を有するもの 
イ 研究の領域が複数の専門分野にわたるものであって、統一的かつ世界的な組織を有するもの 
ウ 研究の領域が複数の専門分野にわたるものであって、ア又はイの国際学術団体を連合した世界的組

織を有するもの 
エ 構成員のうち、各国代表会員がアジア地域等我が国が関係する地域等に限られるものであって、当

該国際学術団体の研究の領域が複数の専門分野にわたるもの 
(4) １０か国を超える各国代表会員が加入しているか、又は加入することが明らかになっていること。 
(5) 定款等が整備され、総会、各種委員会及び学術研究集会等が定期的に開催されていること。 
（加入要件） 

第４条 学術会議が前条に規定する団体に加入しようとするときは、次の各号に定める要件が満たされなけ

ればならない。 
(1) 学術会議が加入することが、当該国際学術団体の対応する分野の学術の進歩に貢献することが明らか

であること。 
(2) 学術会議が当該国際学術団体に、我が国を代表する唯一の組織として加入することが認められること。 
(3) 学術会議に、国際学術団体に対応する委員会又は分科会（以下「国内委員会」という。）があること。 
（分担金の負担要件） 

第５条 国際学術団体の定款等に、加入に伴う分担金の負担義務に関する規定があるものに学術会議が加入

するときは、学術会議が分担金を負担するものとする。この場合にあっては、当該定款等に次の各号に定

める要件が規定されていなければならない。 
(1) 分担金の負担区分が明らかにされていること。 
(2) 分担金を負担するものに対して、定期的な会計報告の実施が義務付けられていること。 
(3) 分担金の変更は、当該国際学術団体の総会等の議決によってなされること。 
（国際学術団体への加入申請） 

第６条 学術会議が国際学術団体に加入するときは、当該団体の国内委員会が、学術会議会長（以下「会長」

という。）に様式第１に定める申請書をもって申請しなければならない。申請書の記載内容に変更があっ

たときも同様とする。 
２ 前項の申請に係る国内委員会が分野別委員会の分科会であるものについては、分野別委員会の委員長を

経由して申請するものとする。 
（国際委員会の審議） 

第７条 会長は、前条の規定による申請があったときは、加入の適否について国際委員会に審議させるもの

とする。 
２ 国際委員会は、第３条から第５条までの規定に基づいて加入の適否を審議し、複数の申請があった場合

は優先順位及びその理由を付して会長に報告するものとする。 
（幹事会への提案） 

第８条 会長は、前条の規定による国際委員会の報告に基づき、加入することが適当とされた国際学術団体



  

について、加入申請書を付して幹事会に提案しなければならない。 
（内閣総理大臣の承認） 

第９条 幹事会において加入することが適当と認められた国際学術団体で、学術会議が分担金を負担するこ

ととなるものについては、当該分担金に係る予算措置を経た後、会長は法第６条の２第２項の規定により、

内閣総理大臣の承認を求め、この承認をもって加入の決定とする。 
 （学術会議総会への報告） 
第１０条 会長は、前条の承認を受けた後、最初に開かれる学術会議総会に団体加入について報告するもの

とする。 
（加入後の任務） 

第１１条 学術会議が加入した国際学術団体（以下「加入国際学術団体」という。）に対応する国内委員会は、

当該国際学術団体の運営及び研究の連絡等に参加し、その状況を定期的に会長及び国際委員会に報告しな

ければならない。 
２ 加入国際学術団体の国内委員会は、当該国際学術団体の分担金の額が変更されるときは、速やかにその

変更の理由と新旧対照表を付して会長及び国際委員会に通知しなければならない。 
（加入国際学術団体の見直し） 

第１２条 会長は、国際委員会に対して、加入国際学術団体を見直すために、第３条から第５条まで規定す

る要件及び第１１条第１項に規定する加入後の任務の遂行状況に関して様式第２に定める調査表をもっ

て調査させることができる。 
２ 前項の調査は、原則３年に１度行う他、必要に応じ随時行うものとする。 
（加入国際学術団体からの脱退） 

第１３条 前条の調査の結果、会長が、第３条から第５条までに規定する要件を満たさなくなったと判断す

る加入国際学術団体については、学術会議は、幹事会の議決を経て脱退することができる。 
２ 加入国際学術団体への脱退の手続は、前項の議決又は承認を経た後、速やかに行わなければならない。 
３ 会長は、前項の脱退の手続を経た後、最初に開かれる学術会議総会に当該加入国際学術団体からの脱退

について報告するものとする。 
 

第３章  代表派遣 

（代表派遣の目的） 
第１４条 代表派遣は、次条で定める学術に関する国際会議等に学術会議の代表を派遣することにより、世

界の学界との連携、国際学術団体の運営への参画、学術に関する動向の把握、研究の連絡並びに情報の収

集及び交換等を行うことを目的とする。 
（代表派遣の対象となる国際会議等） 

第１５条 代表派遣の対象となる学術に関する国際会議等は、次の各号に掲げる会議等の一に該当するもの

でなければならない。 
(1) 国際学術団体の総会及び運営に関する会議 
(2) 国際学術団体等が行う国際協力事業の企画及び運営を目的とする会議 
(3) 学術に関する国際会議（以下「国際会議」という。）のうち特に重要なもので、当該会議の母体とな

る国際学術団体又はそれに準ずる組織等から我が国代表の出席を求められている会議 
(4) 学術会議がその職務を果たす上から必要な研究の連絡、情報の収集及び交換等を行うために代表を派



  

遣する会議等 
（代表派遣会議調書の提出） 

第１６条 会長は、前条の規定に該当する会議等について、当該会議等の開催が予定される会計年度（以下

「会議開催年度」という。）の前年度の１１月中に、国内委員会及びその他の委員会の委員長（以下「関

係委員長」という。）に対し、様式第３に定める代表派遣会議調書（以下「会議調書」という。）の提出を

依頼するものとする。 
２ 関係委員長は、前項の依頼があったときは、会議開催年度の前年度の１月上旬までに、会議調書を提出

しなければならない。 
（代表派遣実施計画案の作成） 
第１７条 会長は、前条第２項の規定により会議調書の提出があったときは、次の各号に掲げる区分に基づ

き、代表派遣実施計画（以下「派遣実施計画」という。）の案の策定を国際委員会に依頼するものとする。 
(1) 第１区分 
ア 第１５条第１号に掲げる会議のうち加入国際学術団体の総会 
イ 国際学術団体の総会のうち、アに準ずるものとして幹事会に諮り承認されたもの 

(2) 第２区分 
ア 第１５条第１号に掲げる会議のうち加入国際学術団体の運営に関するもの 
イ 第１５条第２号及び第３号に掲げる会議等で我が国の代表の参加を要請される等学術会議として

代表派遣する特別の必要性があるもの 
(3) 第３区分 

第１５条に掲げる会議のうち前２号以外のもので国際委員会委員長が適当と認めるもの 
２ 会長は、前項第１号イの国際学術団体の総会を変更しようとする場合は、国際委員会の意見を聴き、幹

事会の議決を経るものとする。 
３ 国際委員会は、第１項の依頼があったときは、次の各号に掲げる区分に基づき、各区分の代表派遣に係

る旅費の配分額を検討しつつ、それぞれ様式第４に定める派遣実施計画の案を作成し、会議開催年度の前

年度の２月中に会長に提出しなければならない。 
(1)  第１項第１号に係る代表を派遣すべき会議 
(2) 第１項第２号に係る代表を派遣すべき会議 
(3) 第１項第３号に係る代表を派遣すべき会議等 

４ 国際委員会は、前項の派遣実施計画の案の作成に当たっては、第１項第１号に区分される会議を優先し

なければならない。ただし、国際委員会が会議の内容等に照らして代表派遣が必要と認めるものについて

は、この限りでない。 
（派遣実施計画の作成） 
第１８条 会長は、前条の規定により提出のあった派遣実施計画の案に基づき、様式第５に定める派遣実施

計画を作成して、会議開催年度の前年度の２月中に開催される幹事会の承認を得るものとする。 
（派遣者の選考） 

第１９条 会長及び関係委員長は、幹事会で承認された派遣実施計画に基づき、代表を派遣すべき会議等（以

下「代表派遣会議」という。）のそれぞれの内容等に応じて、学術会議会員（以下「会員」という。）の中

から適任者を選考し、様式第６に定める代表派遣会議候補者推薦書により派遣候補者を会長に推薦するも

のとする。ただし、学術会議連携会員（以下「連携会員」という。）もしくは日本学術会議外国人アドバ

イザーの中に適任者があると認められる場合は、その者を候補者として推薦することができる。 



  

２ 会長は、前項の規定により推薦された派遣候補者について、原則として代表派遣会議が開始される日の

１か月前までに開かれる幹事会の議決を経た上、学術会議の代表として派遣される者（以下「派遣者」と

いう。）として派遣するものとする。 
（派遣期間等） 

第２０条 代表派遣の期間は、原則として目的とする代表派遣会議の開催期間に、開催地への往復に必要な

日数を加えたものとする。 
（派遣実施計画の変更等） 

第２１条 関係委員長は、幹事会で承認された派遣実施計画若しくは派遣者の変更をすべき事情が生じた場

合は、その理由を付して速やかに会長に通知しなければならない。 
２ 会長は、前項の規定による通知があった場合は、理由を付して改めて幹事会の承認を得るものとする。

ただし、やむを得ない事由により事前に幹事会の承認が得られない場合は、事後に追認を求めるものとす

る。 
（代表派遣会議の追加） 

第２２条 会長は、第１８条の規定により決定した派遣実施計画の旅費に残額が生じた場合は、その旅費の

範囲内において、国際委員会委員長と協議の上、幹事会の議決を経て、代表派遣会議を追加して派遣する

ことができる。 
（学術会議代表指名） 

第２３条 会長は、代表派遣会議が加入国際学術団体の総会で派遣者に投票権が付与されている場合には、

幹事会の議決を経て、当該派遣者を学術会議を代表して投票権を行使するものとして指名するものとする。

ただし、やむを得ない事由により事前に幹事会の承認が得られない場合は、事後に追認を求めるものとす

る。 
２ 会長は、前項の投票権が複数あって、これを行使するための複数の派遣者を派遣することが困難な場合

には、派遣者以外の者をもって前項の学術会議代表に指名することができる。この場合にあっては、関係

委員長は、会員又は連携会員の中から適任者を会長に推薦するものとする。ただし、やむを得ない事由が

ある場合は、会員及び連携会員以外の者で適任者を推薦することができる。 
３ 会長は、前項の推薦があった場合は第１項の指名と併せて幹事会の承認を得るものとする。ただし、や

むを得ない事由により事前に幹事会の承認が得られない場合は、事後に追認を求めるものとする。 
４ 第１項及び前項の幹事会の承認を得て投票権を行使する者は、投票権の行使に当たっては、会長及び国

内委員会と十分連絡を取って行わなければならない。 
５ 代表派遣予定者の信任状の発出等、会長等による文書等が必要な場合については、第１項及び第３項の

規定を準用する。 
（派遣者の責務） 

第２４条 派遣者は、代表派遣会議に出席するに当たって、次の各号に掲げる審議事項が予測される場合は、

事前に会長に通知しなければならない。 
(1) 我が国の学術に重大な影響を及ぼす事項の決議 
(2) 加入国際学術団体の定款等の改正及び分担金の額の変更に関する決議 
(3) 我が国で国際会議等の開催を求める決議 
(4) その他、学術会議の予算に係る決議等事前に通知することが適当な事項 

２ 会長は、前項の規定により通知を受けた事項のうち、特に必要なものについては、国際委員会及び関係

委員長と協議の上、当該事項への対応について幹事会に諮るものとする。 



  

（派遣者の報告） 
第２５条 派遣者は、代表派遣会議において、前条第１項各号に掲げる事項について決議等があった場合は、

その内容について派遣期間終了後速やかに関係委員長を経由して会長に報告しなければならない。 
２ 会長は、前項の規定による報告のうち、重要と思われる事項について幹事会に報告するものとする。 
３ 派遣者は、代表派遣会議から、派遣期間終了後１か月以内に、当該会議の関係資料を付して、様式第７

に定める代表派遣会議出席報告書を会長に提出しなければならない。 

 

第４章 国際会議主催等 

（主催等の事業） 
第２６条 学術会議は、国内で開催される国際会議であって、学術に関する研究発表及び討論等を行うもの

若しくは国際学術団体の運営上の問題を審議するもの、又は両者を併せ行うものに関して、次の各号に掲

げる事業を行うものとする。 
(1) 国際会議を単独で主催すること（以下「単独主催」という。）、又は国際会議を当該会議に対応する学

術研究団体と共同して主催すること（以下「共同主催」という。）。 
(2) 学術研究団体又はこれに準ずる団体が主催する国際会議を後援すること。 

 

第１節  主  催 
（単独主催） 

第２７条 単独主催とする国際会議は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものでなくてはならな

い。 
(1) 第３条第３号イ、ウ又はエに掲げる国際学術団体が母体となる国際会議であって、当該団体から日本

開催の要請を受けたもののうち、単独主催とすることが適当なもの 
(2)  国際学術交流に資する国際会議で、学術会議が独自に企画することが適当であるもの 

２ 前項第１号の国際会議にあっては、当該会議の母体となる国際学術団体の協力が得られることが明らか

でなければならない。 
（連絡） 

第２８条 国際会議の母体となる国際学術団体（以下「母体団体」という。）が第３条第３号イ、ウ又はエで

あるものに対応している国内委員会の長は、国際会議の日本開催の動向を知った場合であって、当該会議

を学術会議が単独で主催するに適当と判断するときは、速やかに会長に連絡しなければならない。 
（単独主催の審議） 

第２９条 会長は、前条の連絡があった場合は、国際委員会にその適否を審議させるものとする。 
（単独主催の決定等） 

第３０条 会長は、前条の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て単独主催の候補を決定する。 
２ 会長は、第２７条第１項第２号の国際会議を単独で主催しようとする場合は、幹事会の承認を経て、候

補として決定する。 
３ 会長は、単独主催の候補となったものに関する予算措置が確定した時点で単独主催を決定する。 
４ 単独主催は、必要があると認めるときは、閣議の了解を得ることとする。 
（共同主催の要件） 

第３１条 共同主催とする国際会議は、原則として、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 



  

(1) 国際会議の開催について、次の要件を満たすことが明らかであること。 
ア 母体団体において、国際会議の日本開催が決定したものであること。 
イ 関係分野に影響を与え学術の振興に寄与するものであること。 

(2) 国際会議が次の一の性格を備えるものであること。 
ア 主題となる研究の我が国の水準が世界水準を超えているものであること。 
イ 主題となる研究が複合又は学際領域のものであること。 
ウ 我が国及び世界において共通する科学的諸問題の解決を促進するものであること。 
エ 時代の要請する主題であって優先性が高いものであること。 

(3) 学術会議が国際会議の母体団体と次の要件の一に該当する関係を有するものであること又は加入国 
際学術団体が後援する国際会議であること。 

ア 加入国際学術団体又はその下部機構が母体団体であること。 
イ 学術会議と緊密な連絡の必要性のある国際学術団体が母体団体であること。 

(4) 開催期間中に市民公開講座など、会議の成果を一般市民に還元するプログラムを企画していること。

（申請） 
第３２条 前条第１項第１号に定める国際会議に対応する学術研究団体又はこれに準じる団体の代表者は、

当該会議の日本開催が決定したときは、様式第８に定める申請書をもって会長に共同主催の申請を行うこ

とができる。 
２ 前項の申請書は、国際会議を開催する年度の前々年度前の１１月末日までに提出するものとする。 
（共同主催の審議） 

第３３条 会長は、前条第１項の申請があったときは、共同主催の候補の選定のため、国際委員会に審議さ

せるものとする。 
２ 国際委員会は、同委員会に置かれる国際会議主催等に関する分科会（以下「主催等検討分科会」という。）

において、前項の審議を行わせるものとする。 
３ 主催等検討分科会は、前項の審議を行うため、各部に当該会議の共同主催の適否等について意見を聴く

ことができる。 
４ 主催等検討分科会における審議は、会議を開催する前々年度の２月末までに終えなければならない。 
  但し、複数回に分けて結論を出すこともできる。 
（共同主催の決定） 

第３４条 会長は、前条の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て共同主催の候補を決定する。 
２ 共同主催の候補となった国際会議は、閣議口頭了解を得ることとする。 
３ 会長は、前項の口頭了解をもって共同主催を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 
（事務及び経費の分担） 

第３５条 会長は、前条第２項の決定後、当該会議を共同して主催する学術研究団体の代表者と準備及び運

営等に関する事務及び経費の分担について協議するものとする。 
２ 国際会議開催経費のうち、前項の協議の結果国費で支弁することとなった以外のものについては、共同

して主催する学術研究団体が負担するものとする。なお、共同して主催する学術研究団体が負担すること

となった経費に充当される参加費の徴収又は寄附金の募集等、及びそれらの経理事務については、当該学

術研究団体が取り扱うものとする。 
３ 当該事務及び経費の分担に係る合意事項については、各主催機関において確認を要するものとする。 

 



  

第２節  後  援 
（後援の要件） 

第３６条 後援する国際会議は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなくてはならない。 
(1) 国際会議の主題となる研究が、我が国及び世界の学術の進歩に貢献するものであること。 
(2) 母体団体等において、国際会議の日本開催が決定したものであること。 
(3) 計画内容が明確であること。 
(4)  参加国数及び国外参加者数が、国際会議として適当なものであること。 
(5) 営利を主たる目的としないものであること。 
(6) 主催団体の責任及び公的性格が明確であること。 

 (7) 二国間国際会議の場合は、学術研究団体が主催等をしているものであること。 
(8) 行事等の登壇者や発言者等が２人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているものであ

ること。 

（後援申請期限） 
第３７条 国際会議を主催する学術研究団体又はこれに準ずる団体の代表者は、様式第９に定める申請書を

もって当該会議開催予定日の３か月前までに会長に学術会議の後援の申請を行うことができる。（ただし、

二国間国際会議については、４か月前までとする。） 
（審議） 

第３８条 会長は、前条の申請があったときは、当該会議の後援の可否について国際委員会に審議を行わせ

るものとする。 
２ 国際委員会は、主催等検討分科会において、前項の審議を行わせるものとする。 
３ 主催等検討分科会は、前項の審議に資するため、当該会議に関し必要に応じ関係する部又は委員会の意

見を聴くことができる。 
（後援の決定） 

第３９条 会長は、前条の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て後援の可否を決定し、その旨を申請者に

通知するものとする。 
（後援の付帯条件） 

第４０条 会長は、後援することとなった国際会議の主催団体に対し、次の各号の条件を付すものとする。 
(1) 学術会議と十分連絡を取り関係資料を送付すること。 
(2) 計画及び内容等に変更があった場合速やかに連絡すること。 
(3) 会議終了後は、その結果に関する経過報告書を提出すること。 
（後援の取消し） 

第４１条 会長は、主催者又は関係者が、後援するにふさわしくない行為を行っていることが明らかとなっ

た場合は、幹事会の議決を経て後援を取り消すことができる。 
（経費） 

第４２条 学術会議は、後援する国際会議に要する経費は負担しない。 
 

第５章 国際シンポジウム 

（国際シンポジウムの目的） 
第４３条 国際シンポジウムは、我が国及び世界において共通する科学的諸問題の解決に向けた科学の貢献



  

について、国内外の科学者等が議論する場を提供するとともに、その成果を広く一般に反映浸透させるこ

とを目的とする。 
（内容） 

第４４条 国際シンポジウムは、前条の目的を達成するため、国内外の科学者等による発表及び討論等を行

い、これを広く一般に公開することにより行うものとする。 

（検討） 

第４５条 国際シンポジウムは、国際委員会に置かれる分科会において、企画立案及び実施準備を行うこと

とする。 

（経費） 

第４６条 国際シンポジウムを他の機関と共同して主催する場合には、会長は、当該他の機関と準備及び運

営等に関する事務及び経費の分担について協議するものとする。 

２ 国際シンポジウム開催経費のうち、前項の協議の結果国費で支弁することとなった以外のものについて

は、当該他の機関が負担するものとする。 

３ 当該事務及び経費の分担に係る合意事項については、各主催機関において確認を要するものとする。 

 

第６章 二国間学術交流 

（二国間学術交流の目的） 
第４７条 二国間学術交流は、次の各号に掲げる交流及び協力活動を行うことにより、学術研究に関する事

項について、特定国の科学者等と意見及び情報を交換することを目的とする。 
(1) 外国における学術の動向及び研究体制の実態を把握し、我が国の学術研究の推進並びに体制の整備及

び改善に寄与することとなる活動 
(2) 先端的分野又は学術会議として特に取り組むべき必要があると判断した分野についての、研究及び研

究体制に関する情報を交換する活動 
(3) 発展途上国における学術の研究体制の実態を把握し、当該国における学術の発展を図る上で必要な意

見を交換し、情報を提供する活動 
（内容） 

第４８条 二国間学術交流は、前条に規定する交流及び協力活動を、特定国との学術交流のための代表団等

の派遣及び招請を実施することにより行うものとする。 
（検討及び実施） 

第４９条 二国間学術交流は、国際委員会において、その在り方等について検討するものとする。 
２ 国際委員会は、学術会議の活動等を勘案して、実施計画を策定し、二国間学術交流を行う国（以下「交

流国」という。）を選定するものとする。 
３ 交流事業の実施については、国際委員会に設置される分科会にて行うことができる。なお、交流国の学

術の特色及び学術会議の活動の動向等を勘案して、幹事会が適当と判断する他の委員会又は分科会に交流

事業の実施について依頼することができる。 
 

第７章 アジア学術会議 

（アジア学術会議の目的） 



  

第５０条 アジア学術会議は、アジア域内での学術交流と協力を促進する基盤を提供し、全体論的な展望と

構想をつくり、その実現を図ることを目的とする。 
（内容） 

第５１条 アジア学術会議は、前条の目的を達成するため、アジア域内の各国において、参加国間の連絡調

整を行い、学術に関する研究発表及び討論等を行う会議を開催することにより行うものとする。 
（検討及び実施） 

第５２条 アジア学術会議は、国際委員会に置かれる分科会において、その在り方等について検討し、活動

をより一層推進するものとする。 

 

第８章 フューチャー・アースの国際的展開 

（フューチャー・アースの国際的展開の目的） 

第５３条 フューチャー・アースの国際的展開は、気候、物質循環、生物多様性、人間活動を含め、地球

環境の変動を包括的に理解し、学際的な方法及び社会との協働により、地球規模課題の解決に資する国

際的な学術研究の総合的な推進を目的とする。 

（内容） 

第５４条 日本学術会議におけるフューチャー・アースの国際的展開は、前条の目的を達成するため、国

際学術プログラムであるフューチャー・アース（以下「フューチャー・アース」という。）に関し、次

の各号に掲げる国際学術交流事業を行うものとする。 

(1) フューチャー・アースに関する国際会議等への代表者の派遣 

(2)  フューチャー・アースに関する国際会議等の運営支援等 

（派遣の基本方針案の作成） 

第５５条 会長は、前条第１号の活動を行うため、次の各号に掲げる区分に基づき、フューチャー・アー

スに関する国際会議等への代表者について派遣の基本方針（以下「派遣の基本方針」という。）の案の

策定を国際委員会に依頼するものとする。 

(1) 第１区分 

フューチャー・アースの国際的な意思決定及び運営に関し中核的な位置づけの会議 

(2) 第２区分 

フューチャー・アースに関連する会議等のうち、前号以外のものでフューチャー・アースの国際本

部事務局及び地域事務局・事務所が関与するもの。 

 (3) 第３区分 

フューチャー・アースに関連する会議等のうち、前２号以外のもので国際委員会委員長が適当と認

めるもの 

２ 国際委員会は、前項の依頼があったときは、国際委員会に置かれるフューチャー・アースの国際的展

開に関する分科会（以下国際的展開対応分科会）において審議の上、派遣の基本方針の案を作成し、会

長に提出しなければならない。 

（派遣の基本方針の作成） 

第５６条 会長は、前条の規定により提出のあった派遣の基本方針の案に基づき、年度当初までに派遣の

基本方針を作成し、幹事会の承認を得るものとする。 

（派遣会議の選定及び派遣者の推薦）  



  

第５７条 会長又は国際委員会委員長は、派遣会議及び派遣候補者の選定について、国際的展開対応分科

会において審議させ、国際委員会委員長に報告させるものとする。 

２ 国際的展開対応分科会は、前項の審議に当たって、派遣の基本方針に基づき派遣会議を選定し、派遣

会議の内容に応じて、会員の中から派遣候補者を選考する。ただし、連携会員もしくは日本学術会議外

国人アドバイザーの中に適任者があると認められる場合は、その者を派遣候補者とすることができる。 

３ 国際的展開対応分科会は、派遣会議の選定を行うにあたっては、第５５条第１号に区分される会議を

優先しなければならない。 

４ 国際委員会委員長は、国際的展開対応分科会が選定した派遣会議及び派遣候補者について、国際委員

会の承認を経た上で会長に報告するものとする。 

５ 会長は、前項の規定による報告を受けた場合は、予算の範囲内において、原則として派遣会議が開始

される日の１か月前までに開かれる幹事会の議決を経た上で派遣者を派遣する。 

（派遣期間） 

第５８条 派遣の期間は、原則として目的とする派遣会議の開催期間に、開催地への往復に必要な日数を

加えたものとする。 

（派遣会議の変更等） 

第５９条 関係委員長は、幹事会で承認された派遣会議及び派遣者の変更をすべき事情が生じた場合は、

その理由を付して速やかに会長に通知しなければならない。 

２ 会長は、前項の規定による通知があった場合は、理由を付して改めて幹事会の承認を得るものとする。

ただし、やむを得ない事由により事前に幹事会の承認が得られない場合は、事後に追認を求めるものと

する。 

（会議の運営等） 

第６０条 学術会議は、第５４条第２号の活動を行うため、国内及び海外で開催される国際会議等であっ

て、フューチャー・アースの国際的な意思決定及び運営上の問題を審議するもの若しくはフューチャ

ー・アースの推進に資する研究発表及び討論等を行うもの、又は両者を併せ行うものに関して、主催団

体の要請に応じ、運営の一部を担うことができることとする。 

（決定等） 

第６１条 会長は、前条の要請があった場合は、国際委員会にその適否を審議させるものとする。 

２ 会長は、前項の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て決定するものとする。 
 

第９章 その他学術交流 

（海外で開催される国際会議の運営） 
第６２条 学術会議は海外で開催される国際会議であって、学術に関する研究発表及び討論等を行うもの若

しくは国際学術団体の運営上の問題を審議するもの、又は両者を併せ行うものに関して、主催団体の要請

に応じ、運営の一部を担うことができることとする。 
（決定等） 

第６３条 会長は、前条の要請があった場合は、国際委員会にその適否を審議させるものとする。 
２ 会長は、前項の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て決定するものとする。 
３ 運営の一部を担う際に経費を学術会議が負担する場合には、幹事会の承認を得るものとする。 
 



  

   附 則 

１ この内規は、決定の日から施行する。 

２ この内規の決定の際、現に学術会議が分担金を支払って加入している国際学術団体は、この内規の規定

に基づいて加入したものとみなす。 

３ 平成１７年度国際学術交流代表派遣実施計画に係る代表派遣については、なお従前の例による。 

４ この内規の決定の際、現に日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規（昭和６２年４月

２３日第１０２回総会決定）の規定によりなされている行為は、この内規の規定によりなされているもの

とみなす。 

  

   附 則（平成１８年１２月２１日日本学術会議第３０回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２３年６月２３日日本学術会議第１２７回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２４年８月２４日日本学術会議第１５７回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２６年９月１９日日本学術会議第２０１回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２７年１１月２７日日本学術会議第２２１回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２９年２月２４日日本学術会議第２４２回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２９年４月２８日日本学術会議第２４５回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３１年４月２４日日本学術会議第２７７回幹事会決定） 

 この決定は、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行の日から施行する。 

 

附 則（令和元年９月２６日日本学術会議第２８２回幹事会決定） 

（施行期日） 

１ この決定は、決定の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第３２条第２項の規定にかかわらず、令和３年度に開催される国際会議について、同条第１項に規定す

る申請を新たに行うことはできない。 

 



  

   附 則（令和３年３月２５日日本学術会議第３０９回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和３年７月２９日日本学術会議第３１４回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和４年１０月２４日日本学術会議第３２２回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和５年２月２２日日本学術会議第３３９回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 



  

様式第１（第６条関係） 
令和  年  月  日 

日本学術会議会長 殿 
         委員会 

委員長         
国際学術団体への加入申請書 

 日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規第６条の規定に基づき、下記国際学術団体への

加入を申請します。 
記 

１ 国際学術団体に関する事項 

名称 
和文 

 

欧文  
（略 称    ） 

設立年月日 年   月   日 

設立目的 

 

沿革 
 

団体の性格 非政府的（該当する 該当しない） 非営利的（該当する 該当しない） 

内規第３条第３号の 
組織構成該当条項 

ア 
イ 
ウ 
エ 

ア以外に該当する場合

「複数の専門分野にわた

る」ことを示す部及び委

員会名 

分野別委員会 
分野別委員会 
分野別委員会 
分野別委員会 

法人登録地 
 

事務局所在地 
 

主
な
役
員 

役

職

名 

 国 籍  
（   ） 

選
出
方
法 

任  期  
（   年） 

 国 籍  
（   ） 

任  期  
（   年） 

 国 籍  
（   ） 

任  期  
（   年） 

運営組織 
 

 



  

 
主な財源  
 分担金 有・無 

 学術会議が加入した

場合の分担金 
カテゴリー 単位額 金額（通貨  ） 定款等の根拠条項 

    
  決定要因 １ GNP  ２ 研究水準  ３ 科学者数  ４ その他（    ） 
学術会議が加入した場合の

投票権（VOTE 数） 票    定款等の根拠条項 

加入国数等 ﾅｼｮﾅﾙﾒﾝﾊﾞｰ数 主要加入国名（10か国） ﾕﾆｵﾝﾒﾝﾊﾞｰ 加入個人会員数 

か国  他  団体 人 
現在、我が国からナショナ

ルメンバーとして加入して

いる団体 

有 （団体名） 
・ 
無 

 
２ 国際学術団体活動状況 
総会開催周期  １ 定期的（  年に 1 回）  ２ 不定期 

総
会
・
学
術
研
究
集
会
開
催
状
況 

過
去

年
間 

開催年 
令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 

会議名      

開催地 
国 
市 

国 
市 

国 
市 

国 
市 

国 
市 

参加国数 
か国 か国 か国 か国 か国 

出席者数 
人 人 人 人 人 

関係国際学術

団体 

上部団体  

協力関係団

体 他  団体 

出版物 １ 定期的（年  回） 主な出版物名 
２ 不定期（    ） 主な出版物名 

学術に関する国際機関等の提

唱で行った活動 
有（内 容） 
・ 
無 

学術に関する国際機関等への

提言 
有（内 容） 
・ 
無 

国際協力事業への参加又は実

施 
有（内 容） 
・ 
無 

全世界（地域）的研究課題へ

の取り組み 
有（内 容） 
・ 
無 
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発展途上国への対応 
有（内 容） 
・ 
無 

関係学術分野の動向 
と今後の重要課題 

 

 
３ 国内における国際学術団体への対応状況 

※ 国
際
学
術
団
体
役

員
就
任
状
況 

役職名 
    

氏 名 
    

任 期 年から 
年まで 

年から 
年まで 

年から 
年まで 

年から 
年まで 

総
会
・
学
術
研
究
集
会
へ
の
対
応
実
績 

過
去

年
間 

開催年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 

会議名      

開催地 国 
市 

国 
市 

国 
市 

国 
市 

国 
市 

日本人参加者 人 人 人 人 人 

学術会議によ

る代表派遣（氏

名） 

有（   ） 
無 

有（   ） 
無 

有（   ） 
無 

有（   ） 
無 

有（   ） 
無 

当該会議の学術会議

共催・後援の有無 
     

関係学術研究団体名 
 

加入科学者数 人 
※ 役員が会員又は連携会員である場合には氏名の頭に○印を付けてください。 
 
４ 加入理由 

学術の進歩への貢献 
（国内・国際的） 

 

今後の我が国にとって 
重要な研究テーマ 

 

国際学術交流の推進に与え

る影響 

 

その他 
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５ 添付資料 
 
１ 国際学術団体の定款 （欧文及び和文） 
２ 国際学術団体の概要説明書 （歴史、現況等） 
３ 国際学術団体の加入しているナショナルメンバー一覧 
４ 国際学術団体の分担金一覧 （各国別カテゴリー、金額一覧） 
５ 国際学術団体の財務報告書 （最近のもの） 
６ 国際学術団体の機関誌、総会記録 （最近のもの） 
７ その他加入に関して必要と思われる資料 
 

 
 
＊ 経 由 

分野別委員会委員長 
 

 
 

 
 
 

氏  名         
 

受
付 令和 年 月 日 

進
達 令和 年 月 日 

加入申請が複数の 
場合の優先順位     位 

（理 由） 

＊ 申請者は記入不要です。 
 
 



  

様式第２（第 12 条関係） 
加入国際学術団体に関する調査票 

 
 

１ 国際学術団体活動状況（内規第 11条 活動報告） 

団

体

名 

和  

英 
（略 称          ） 

団体 HP（URL） 
http://www. 
（日本学術会議が加盟していることの記載 有 ・ 無 ） 

国際学術団体における最近のトピッ

クについて 

（学術の進歩、当該団体の推進体制

の変化、国際機関・政府・社会との

関わり方等） 

 

当該国際学術団体の対応する分野の

学術の進歩に貢献した事例 

 

 

政策提言や世界の潮流になりそうな

研究テーマ・研究方式・研究助成方

式等について 

 

 

 

日本人役員によるイニシアティブ事

項や日本からの参加によって進展や

成果があったものについて 

 

 

加入していることによる日本学術会

議、学会、日本国民への変化やメリ

ットについて 

 

その他（若手研究者・女性研究者育

成法、科学者の倫理に関する当該国

際学術団体の基本方針や憲章、資金

提供ソースの発掘における画期的な

方策等の特記事項など） 

 

 

２ 今後の予定について（内規第 11条 活動報告） 

総会、理事会の日本開催の予定につ

いて（招致等の予定も含め） 

 

日本人の役員立候補等の予定につい

て 

 

現在、検討中の日本からの提言や推

進するプロジェクト等の動きについ

て 

 

 



  

 

総会開催状況 

理事会・役員会等 
開催状況 

各種委員会開催状 
況 

研究集会・会議等 
開催状況 

役職名 役職就任期間 氏名 会員、連携会員の別 
～ (  期）会員・連携 
～ (  期）会員・連携 
～ (  期）会員・連携 
～ (  期）会員・連携 
～ (  期）会員・連携 
～ (  期）会員・連携 
～ (  期）会員・連携 
～ (  期）会員・連携 

活動状況が分かる年次報告等があれば添付又は URLを記載 
（http://www.                                          ) 

   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ） 

   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ） 

   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ） 

   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ）、 
   年（開催地：      ）、    年（開催地：       ） 

上記会議等への日本人の参 
加・出席状況及び予定 

記載例）  ○○年、○○○会議（開催地名）、○○人（うち代表派遣：氏名） 

国際学術団体における日本 
人の役員等への就任状況 
（過去 5年） 

出版物 
１ 定期的（年  回） 主な出版物名 

２ 不定期（    ） 主な出版物名 

総会・ 
理事 

会・各 
種委員 
会等の 
状況 

（過去 
５年間 
及び今 
後予定 
されて 
いるも 
の） 

３ 国際学術団体会議開催状況（内規第 11条 活動報告） 



  

 
 

委員会名 

委員長名 

当期の活動状況 

国 
内 
委 
員 
会 

（ 
内 
規 
第 
４ 
条 
第 
３ 
号 

） 

 

 
（開催日時 主な審議事項等） 

内 
規 
第 
３ 
条 

（  
国 
際 
学 
術 
団 
体 
の 
要 
件 
関 
係 

）  

 国際学術交流を目的とする非政府的かつ非営利的団体である 
 
 １．該当する   ２．該当しない 
 
※根拠となる定款・規程等の添付又は URLを記載（http://www.                                      ) 

 各国の公的学術機関及び学術研究団体等が国際学術団体に国を代表する資格を有して加入するものが、主 
たる構成員となっている（主たる構成員が、いわゆる「国家会員」であるか否か） 
 
 １．該当する   ２．該当しない 
 
※根拠となる資料の添付又は URLを記載（http://www.                                      ) 

 下記の事項（ア～エ）のいずれか一つに該当するか（該当するものに○印） 

  ア 個々の学術の専門分野における統一的かつ世界的な組織を有するもの 

  イ 研究の領域が複数の専門分野にわたるものであって、統一的かつ世界的な組織を有するもの 

  ウ 研究の領域が複数の専門分野にわたるものであって、ア又はイの国際学術団体を連合した 
   世界的組織を有するもの 

  エ 構成員のうち、各国代表会員がアジア地域等我が国が関係する地域等に限られるものであ 
   って、当該国際学術団体の研究の領域が複数の専門分野にわたるもの 

 10ヵ国を超える各国代表会員が加入している 
  １．該当する   ２．該当しない 

加入国数及び 
主要な各国代表会 

員を 10記載 
 

（   ヶ国） 
・各国代表会員名／国名 

４ 国際学術団体に関する基礎的事項（内規第 3条、4条、5条） 



  

様式第３（第１６条関係） 
令和  年  月  日 

日本学術会議会長 殿 
 

         委員会 
委員長        

             
令和  年度代表派遣会議調書 

 日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規第１６条の規定に基づき、下記のとおり会議調

書を提出いたします。 
記 

会
議 

名
称 

（和 文） 
同委員会より複数会議に応募す

る場合、当該会議の順位：  位 （欧 文） 

開催地 国     市 会期 年 月 日～ 年 月 日 
開催間隔 １ 定期（   年に１回）   ２ 不定期 

使用語 英・仏・独・露・西 
その他 

出席に必

要な資格 
 

会議形式 総会・役員会・評議員会・シンポジウム・委員会・その他（    ） 

母
体
機
関 

名
称 

（和 文） 

（欧 文） 

所在地  

性
格 

 
１ 常設の国際学術団体（加入国数：    か国） 
２ 会議開催のためにその都度組織される国際団体 
３ 特定国の団体（アカデミー、学会等） 
４ その他（具体的に記入） 
 

目
的 

 

学
術
会
議
と
の
関
係 

 
１ 学術会議が団体加入している。 
２ 学術会議の加入していない国際学術団体であるが、対応する国内委員会（分野別委員会）

が設置されている。 
（委員会名：           ） 

３ その他（学術研究団体の名称、所在地、電話番号、責任者名を記入） 
 

日本人 
役 員 

（職名・氏名） 

 



  

 

主
催
機
関 

名
称 

（和 文） 

（欧 文） 

所在地  
連絡責任者住所 
氏名 
（欧文で詳細に） 

 

会
議
参
加
状
況 

 前々回（第 回） 前 回（第 回） 今 回（第 回） 
開催年 年 年 年 
開催地（国名）    
参加国数 か国 か国 か国 

主要参加国    

参加者総数 人 人 人 
日本人参加者数 人 人 人 
日本人参加者 
（代表者）氏名    

主
要
課
題 

（和 文） 

備
考 

（上記各項に関する補足説明、次回開催候補地等の参考事項を記入） 

投票権の有無（総会の場合） 
  あり（   票）、 なし 

日本からの代表者の参加要請の有無 
  あり（座長、指名招請、一般的招請、その他：     ） 
  特になし 

 
 
作成者氏名 
所属・職名 
連絡先                           （電話） 
 
注  
  １ ※印欄は記入不要です。 
  ２ 母体機関に当たるものが特にない場合は、主催機関を母体機関とみなして記入してください。 
  ３ 連絡責任者住所・氏名は文書の送付等事務的な連絡ができる人を記入してください。 
  ４ 会議の内容がわかるサーキュラーの写し１部を添付してください。 

受付 調書番号 
※ 
令和 年 月 日 

※ 



  

様式第４（第１７条関係） 
 

日本学術会議会長  殿 
 

国際委員会委員長 
  氏名            

 
令和  年度代表派遣実施計画の案 

 
 日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規第１７条の規定に基づき、下記のとおり代表派

遣実施計画の案を提出します。 
 

記 
〈第１７条第 項に係る国際会議〉（配分金額       円） 

番

号 会議名 開催地 会期 
（日数） 

派遣候補者 
（職名） 

旅費見積額 優

先

順

位 
日当（旅行

日を含む） 宿泊 交通費 合計額 

1        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

2        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

3        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

4        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

5        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

6        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

7        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

8        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

9        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

10        
（   ） 

／ ～ ／ 
（  日） 

 
（    ） 

円 円 円 円  

注 １ 会期順に記載。 
  ２ 会期日数には、旅行日を含めない。               残 額         円 
  ３ 派遣候補者欄については、既に予定している者があれば記入。 
 
 



  

様式第５（第１８条関係） 
 

令和  年度代表派遣実施計画 
 
＜     ＞                                       名 
番号 会議名 会期 開催地 派遣人員 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

  ／ ～ 
／ 

         
（      ） 

 

 
 



  

様式第６（第１９条関係） 
令和  年  月  日 

日本学術会議会長 殿 
 
 

         委員会 
委員長        

 
令和  年度代表派遣会議候補者推薦書 

 日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規第１９条第１項の規定に基づき、下記のとおり

派遣候補者を推薦いたします。 
記 

会
議
の
名
称 

（和 文） 

（欧 文） 

開催地 国     市 会期 年 月 日～ 年 月 日 

氏名 
本人慣用の 
ローマ字表記 

勤務先 

 
職
名 

 

（英訳） 

勤務先 
所在地 

 （電話番号） 

現住所 
 （電話番号） 

最終学歴及び

主な職歴 

 

主な研究 
業績 

 

日本学術会議

との関係 

 
１ 会員（第  部） 
２ 分野別委員会（         委員会） 
３ 国際委員会分科会委員（        分科会） （１、２を除く） 
 

 
 



  

 

会
議
で
の
役
割 

 
１ 主催機関の役員 
２ 会議の座長になる予定 
３ 指名招請されている 
４ 一般的招請により参加 
５ その他（右の余白に具体的に記入） 
 
 
（注）招請状の写しを１部添付してください。 
 

出
席
費
用 

 
主催機関等によるギャランティーの有無 
１ あり (1) 往復運賃及び会期中の滞在費（負担機関名：                ） 
     (2) 会期中の滞在費      （負担機関名：                ） 
     (3) その他 （具体的に記入） （負担機関名：                ） 
 
（注）ギャランティーのある場合は、それを明記した資料を１部添付してください。 
２ なし 
 

注 １ ※印欄は記入不要です。 
  ２ 派遣候補者は、日本学術会議会員の中から適任者を選考すること。ただし、連携会員の中に適任者

があるときは、当該連携会員を派遣候補者にすることができます。 
３ 派遣者は、本推薦書に基づいて、幹事会で決定されます。決定された場合、直ちにその旨をお知ら

せしますので、その後に渡航手続の準備をしていただくことになります。 
  ４ 会議の日程等に変更がある場合は、お早めに事務局参事官（国際業務担当）室国際業務総括専門職

まで御連絡ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 付 調書番号 推薦番号 
※ 
令和 年 月 日 

※ ※ 

 



  

様式第７（第２５条関係） 
令和  年  月  日 

 
日本学術会議会長  殿 
 

報告者氏名            
所属する分野別委員会名・分科会名 
                   

 
代表派遣会議出席報告書 

 
 日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規第２５条第３項の規定に基づき、下記のとおり

報告いたします。 
 

記 
 
 
１ 会議の名称 

（和 文）                         
（欧 文）                         

 
２ 会 期 

年  月  日から  年  月  日まで （  日間） 
 
３ 会議の概要 
 (1) 会議の形式 
 (2) 会議の開催周期 
 (3) 会議開催地、会議場 

(4) 会議開催母体機関 
(5) 会議開催主催機関及びその性格 

 (6) 参加状況（参加国名・数、参加者数、日本人参加者の氏名・職名・派遣機関） 
 (7) 次回会議予定（会期、開催地、準備組織、主なテーマ） 
 
４ 会議の学術的内容 
 (1) 日程と主な議題 
 (2) 提出論文（日本人、日本人以外） 
 (3) 学術的内容に関する事項（当該分野の学術の動向、今後の重要課題等） 
 (4) その他の特記事項（報告すべき審議内容・成果、日本が果たした役割、共同声明の有無、国内外での

報道状況、次回開催に向けての課題等） 
 



  

５ 会議の運営 
(1) 会議の使用語 

 (2) 出版物（サーキュラー、論文前刷、プロシーディングス） 
 (3) 会議付帯行事（学術研究旅行、展示、社交） 
 
６ 会議全般に関する所見 
 
７ 分担金の負担額の変更等（以下、日本学術会議加入国際学術団体の場合記入） 

(1) 日本の負担予定額 
 (2) 日本以外の主要国の負担予定額 
 (3) 実施の時期 
 (4) 変更の理由（理由及び計算の根拠について詳細に記述すること。変更内容の資料を添付） 
 (5) 定款等の改定、分担金の変更等についての国内委員会及び日本学術会議事務局国際業務担当への事前

連絡有無 
 
８ 関係国際学術団体の運営等 
 (1) 定款・規則の新設・改廃（関係資料を提出の上、要点を記述） 
 (2) 新役員 
 (3) 新規加入・脱退等（国名、団体名） 
 (4)  新設・改廃された委員会等 
 (5) その他運営に関する決定事項 
 
９ 投票権を行使した決議事項のうち重要と思われる事項及びその概要 
 
１０ 以下について、チェックを入れる 
☐１，２，３，４，６に記載した内容を日本学術会議ホームページに掲載することを了承 
☐日本学術会議ホームページ等の広報活動に使用する写真の提供が可能 



  

様式第８（第３２条関係） 
 

令和  年  月  日 
日本学術会議 

   会長        殿 
（学術研究団体名） 

（代表者名）             
 

令和  年度共同主催国際会議申請書 
 
下記の国際会議が日本で開催されることが決定しましたので、貴会議が同国際会議を （学術研究団体名） 

と共同して開催されるよう申請します。 
 

記 
 
令和  年に共同主催を希望する国際会議の概要 

会議の名称 和文： 
英文：  

開催時期  
開催場所  
主催団体  

後援等団体 
 
 
※多い場合は主要なもののみ記載。 

母体団体 和文： 
英文： 

参加予定者数等 国外  人  国内   人   計 人［   ヵ国・地域］ 
会議使用言語  
会議概要 
（会議の意義・目的や日本開

催の経緯等について簡潔に記

載。） 

 

開催経費の財源 
 
 
 
 
［募 金 団 体］ 

参 加 費       千円 
助 成 金          千円 
寄 付 金            千円 
その他           千円 
   計                千円  
 

連絡先 
（氏名・所属・肩書・住所・

電話番号等） 

氏名:        （所属・肩書                             ） 
住所: 
電話番号: 
E-mail： 

提出資料 
（申請時に作成が可能な資料

□ 会議内容（会議の構成、主要プログラム、展示・一般向けプログ

ラムの有無等を記載） 
 



  

がある場合は、チェックして

下さい。様式任意。） 
□ 日程表（表形式にし、午前・午後、夜の別に内容を記載） 
□ 会議プロシーディングス（印刷及び配布方法を明記） 
 
□ 著名な国外・国内参加者（氏名、所属、受賞歴等） 
 
□ 組織委員会の構成等（発足年月日、学術研究団体との関係等） 
 
□ 会議の主題となる学問分野及び近年の研究成果に関する資料 
 
□ 会議の収支予算書 
 
□ その他の資料（                     ） 

※現時点で未定の場合は、未定である旨記載してください。 
※提出資料欄でチェックした資料については、審査の過程で提出をお願いする場合があります。 
 
 
 



  

様式第９（第３７条関係） 
 

令和  年  月  日 
 

日本学術会議 
会長           殿 

 
 

（学術研究団体名） 
（代表者名）         

 
 

（国際会議名）   の後援について（申請） 
 
 
標記国際会議を令和  年（  年）  月  日から   月  日まで、（場所） において開催す

ることになりました。 
 つきましては、日本学術会議の後援を申請します。 
 なお、この会議の開催に要する経費等については、日本学術会議には一切負担をかけません。 
 また、会議の計画概要等は別紙説明書のとおりです。 
 
 



  

説明書記載事項 
 
 
１ 会議の名称（和文名・英文名） 
２ 主 催  日本学術会議（希望）、学術研究団体名 
３ 共 催  （学術研究団体名等） 
４ 後 援  日本学術会議（希望） 
５ 開催時期（令和年月日、期間） 
６ 開催場所（会場名、都道府県市区町村名） 
７ 会議の性格と目的（会議の種類、開催周期、開催目的、国際学術団体と日本学術会議との関連、学術研

究団体と国際学術団体との関係等） 
８ 日本開催の経緯と意義（国際会議の日本招致までの経緯、国際学術団体における日本開催決定までの経

緯、決定機関名、正式決定年月日、過去の開催状況、日本での開催は何回目になるのか、国際会議開催の

意義、今回の特記すべき事項等） 
９ 会議計画の概要 

(1) 会議の構成（総会、委員会、セッション、ポスターセッション等を明記） 
(2) 主要題目（今回会議のメインテーマ、各セッションの予定テーマ等を明記） 
(3) 日程表（表形式にし、午前、午後、夜の別に行う会議内容を明記） 
(4) 参加予定国（国名、国数） 

 (5) 参加予定者数（国外、国内、及び同伴者） 
 (6) 会議プロシーディングス（印刷及び配布方法を明記） 
 (7) 著名な国外、国内参加者（氏名、所属、受賞歴のある場合はコメントをつける） 

(8) 予 算   収入（参加費、寄付金、国費希望額、補助金等） 
         支出 
１０ その他 
 (1) 運営委員会役員、委員（氏名、所属） 
 (2) 連絡責任者（氏名、所属、住所、電話） 
 (3) 募金団体 
 
 
 
 


